
平成 27 年度職員の特殊勤務手当に係る交渉の概要 

 

１ 交渉団体 

  神奈川県職員労働組合連合協議会（県労連） 

 

 構成団体 

  神奈川県教職員組合 

  神奈川県職員労働組合 

  神奈川県高等学校教職員組合 

  自治労神奈川県公営企業労働組合 

  自治労神奈川県職員労働組合 

 

２ 交渉回数 

  平成 28 年１月 26日  2 回 

 

３ 県の提案及び県労連の主張と合意内容 

項 目 県の主な提案 県労連の主な主張 合意内容 

特殊勤務手当 業務実態等から、支給対象

業 務等 について 見直した

い。 

 

マイナスありきでなく業務実

態から支給対象の追加も

考えるべき。 

 

税務手当について月額支

給から日額支給に改める。 

（平成 28 年４月１日実施） 

 


